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資料１（第１号） 適格電気通信事業者ごとに算定し 

た負担すべき額の合計額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

適格電気通信事業者ごとに算定した負担すべき額の合計額 

 

 

適格電気通信事業者ごとに算定した負担すべき額の合計額については、各適格電気通信事業者に係る

接続電気通信事業者等ごとの負担金の額を、負担金を納付すべき全ての接続電気通信事業者等について

合計した額とする。 

 

○東日本電信電話株式会社に係る負担すべき額の合計額 
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Cは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝6,879,778,838円〕 

Ceは、東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝4,114,163,355 円〕 

Sは、支援機関事務費の額〔＝54,080,459円〕 

nは、最終算定月〔＝平成２６年１２月予定〕 

t は、各月（平成２６年１月～最終算定月） 

Etは、t 月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t 月の負担事業者数 

Nit は、t月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（i は、1～Ftまでの整数値をとる） 

Ntは、t 月の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Ntは、N1t，N2t，…，NFttのうちの対応する値） 

Nnは、n 月（最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nnは、N1n，N2n，…，NFtnのうちの対応する値） 

Mn は、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電気

通信番号の合計数に適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の

数を加えたものをいう） 

Pet は、t 月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。また、

原則として平成２６年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する）



〔平成２６年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、1.79402425 円／

月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝平成２５年１２月予定〕 

t’は、前年度の各月（平成２５年１月～前年度の最終算定月） 

Et’は、t’月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

En’は、n’月（前年度の最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（i は、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通

信番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nn’は、n’月（前年度の最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nn’は、N1n’，N2n’，…，NFtn’のうちの対応する値） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算

定対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電気

通信番号の数を加えたものをいう） 

Pet’は、t’月の番号単価〔平成２５年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番

号単価は 1.75969018 円／月・番号、平成２５年７月～１２月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する番号単価は 1.75821151円／月・番号〕 

Pen’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zeは、前年度の最終算定月における東日本電信電話株式会社の補てん対象額と東日本電信電話株式

会社に係る支援機関事務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額

〔＝7,363,227,156円〕 

Ce’は、前年度の東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝4,318,999,498 円〕 

S’は、前年度の支援機関事務費の額〔＝68,476,536 円〕 

 

 

 

○西日本電信電話株式会社に係る負担すべき額の合計額 
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Cは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝6,879,778,838円〕 

Cwは、西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝2,765,615,483 円〕 

Sは、支援機関事務費の額〔＝54,080,459円〕 

nは、最終算定月〔＝平成２６年１２月予定〕 

t は、各月（平成２６年１月～最終算定月） 

Wtは、t 月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t 月の負担事業者数 

Nit は、t月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（i は、1～Ftまでの整数値をとる） 

Ntは、t 月の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Ntは、N1t，N2t，…，NFttのうちの対応する値） 

Nnは、n 月（最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nnは、N1n，N2n，…，NFtnのうちの対応する値） 

Mn は、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電気

通信番号の合計数に適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の

数を加えたものをいう） 

Pwt は、t 月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。また、

原則として平成２６年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する）

〔平成２６年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、1.20597575円／

月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝平成２５年１２月予定〕 

t’は、前年度の各月（平成２５年１月～前年度の最終算定月） 

Wt’は、t’月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wn’は、n’月（前年度の最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（i は、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通

信番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nn’は、n’月（前年度の最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nn’は、N1n’，N2n’，…，NFtn’のうちの対応する値） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算

定対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象電気



通信番号の数を加えたものをいう） 

Pwt’は、t’月の番号単価〔平成２５年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番

号単価は 1.24030982 円／月・番号、平成２５年７月～１２月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する番号単価は 1.24178849円／月・番号〕 

Pwn’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zwは、前年度の最終算定月における西日本電信電話株式会社の補てん対象額と西日本電信電話株式

会社に係る支援機関事務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額

〔＝7,363,227,156円〕 

Cw’は、前年度の西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝3,044,227,658 円〕 

S’は、前年度の支援機関事務費の額〔＝68,476,536 円〕 

 

 

※ 各接続電気通信事業者等（適格電気通信事業者であるものを除く。）の負担金の総額（適格電気

通信事業者ごとに算定した負担金の合計額をいう。）の当該接続電気通信事業者等の算定対象収益

の額に占める割合が限度割合を超える場合には、当該負担金の総額は当該算定対象収益の額に限

度割合（３％）を乗じて得た額とする（整数未満の端数は四捨五入）。 

 

※ 各適格電気通信事業者における「負担金の額と当該適格電気通信事業者に係る算定自己負担額

の合計額（以下「負担金等の額」という。）の当該適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占め

る割合が限度割合（３％）を超える場合には、当該負担金等の額は当該算定対象収益の額に限度

割合を乗じて得た額とする（整数未満の端数は四捨五入）。 

 

※ 端数処理については、算定規則の規定に従って行い、それでもなお乗じて計算した場合に整数

未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。 

また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合は、額が最大

となっているもので調整する。 

 

※ 前年度の最終算定月が算定対象電気通信番号の数の変動に伴って予定（平成２５年１２月）から

変更となる場合、「平成２６年１月」とあるところを変更となる月数分変更する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２（第２号） 接続電気通信事業者等ごとの負担 

金の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

接続電気通信事業者等ごとの負担金の額について 

 

 

○ 負担金を納付すべき接続電気通信事業者等ごとの負担金の額（東日本電信電話株式会社に係るもの

と西日本電信電話株式会社に係るものを合計した金額）は、以下のとおりである。 

 

 

各接続電気通信事業者等の負担金の額 
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Cは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝6,879,778,838円〕 

Ceは、東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝4,114,163,355 円〕 

Cw は、西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝2,765,615,483 円〕 

Sは、支援機関事務費の額〔＝54,080,459円〕 

nは、最終算定月〔＝平成２６年１２月予定〕 

t は、各月（平成２６年１月～最終算定月） 

Etは、t月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wtは、t月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t月の負担事業者数 

Nitは、t月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ftまでの整数値をとる） 

Ntは、t月の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Ntは、N1t，N2t，…，NFttのうちの対応する値） 

Nnは、n月（最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nnは、N1n，N2n，…，NFtnのうちの対応する値） 



Mn は、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象

電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者の算定対象電気通信番号の数を加えたものをい

う） 

Petは、t月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。ま

た、原則として平成２６年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する）〔平成２６年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、

1.79402425円／月・番号〕 

Pwtは、t月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。ま

た、原則として平成２６年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する）〔平成２６年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、

1.20597575円／月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝平成２５年１２月予定〕 

t’は、前年度の各月（平成２５年１月～前年度の最終算定月） 

Et’は、t’月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

En’は、n’月（前年度の最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wt’は、t’月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wn’は、n’月（前年度の最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電

気通信番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nn’は、n’月（前年度の最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数

（Nn’は、N1n’，N2n’，…，NFtn’のうちの対応する値） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等

の算定対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者の算定対象電気通信番号の数を加えた

ものをいう） 

Pet’は、t’月の番号単価〔平成２５年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用す

る番号単価は 1.75969018円／月・番号、平成２５年７月～１２月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は 1.75821151円／月・番号〕 

Pwt’は、t’月の番号単価〔平成２５年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用す

る番号単価は 1.24030982円／月・番号、平成２５年７月～１２月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は 1.24178849円／月・番号〕 

Pen’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zeは、前年度の最終算定月における東日本電信電話株式会社の補てん対象額と東日本電信電話

株式会社に係る支援機関事務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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Zwは、前年度の最終算定月における西日本電信電話株式会社の補てん対象額と西日本電信電話

株式会社に係る支援機関事務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計

額〔＝7,363,227,156 円〕 

Ce’は、前年度の東日本電信電話株式会社の補てん対象額 

〔＝4,318,999,498円〕 

Cw’は、前年度の西日本電信電話株式会社の補てん対象額 

〔＝3,044,227,658円〕 

S’は、前年度の支援機関事務費の額〔＝68,476,536 円〕 

 

 

※ 各接続電気通信事業者等（適格電気通信事業者であるものを除く。）の負担金の総額（適格電気通

信事業者ごとに算定した負担金の合計額をいう。）の当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額

に占める割合が限度割合を超える場合には、当該負担金の総額は当該算定対象収益の額に限度割合

（３％）を乗じて得た額とする（整数未満の端数は四捨五入）。 

 

※ 各適格電気通信事業者における「負担金の額と当該適格電気通信事業者に係る算定自己負担額の合

計額（以下「負担金等の額」という。）の当該適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合

が限度割合（３％）を超える場合には、当該負担金等の額は当該算定対象収益の額に限度割合を乗じ

て得た額とする（整数未満の端数は四捨五入）。 

 

※ 端数処理については、算定規則の規定に従って行い、それでもなお乗じて計算した場合に整数未満

の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。 

また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合は、額が最大とな

っているもので調整する。 

 

※ 前年度の最終算定月が算定対象電気通信番号の数の変動に伴って予定（平成２５年１２月）から変

更となる場合、「平成２６年１月」とあるところを変更となる月数分変更する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３（第３号） 第２５条第１項又は第３項の規定 

に基づき算定対象電気通信事業者 

から提出された書類の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 8 月 3 日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  アイテック阪急阪神株式会社   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 ４月 ～ 翌年３月 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年８月３０日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  イー・アクセス株式会社      

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額（注１） 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。）。 

 

事業年度の始期及び終期 平成２４年４月 ～ 平成２５年３月 

収益額の算定根拠（注２）  

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、

超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に電気通信事業報告規則 様式 25（第６条関係）の報

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を

記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願いま

す。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年８月６日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  株式会社ウィルコム   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年 ８月２１日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  株式会社ＳＴＮｅｔ      

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 
 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。） 

 

事業年度の始期及び終期 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

収益額の算定根拠（注２）  

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超

えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 

 

 

                                       



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 9 月 5日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 4 月 1 日～３月３１日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 8 月 30日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 ２０１２年４月１日から２０１３年３月３１日まで 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年 ８月 １９日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 
 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。） 

 

事業年度の始期及び終期 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

収益額の算定根拠（注２）  

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超

えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 

 

 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年８月２６日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  株式会社 NTTPCコミュニケーションズ   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 始期：４月１日  終期：３月３１日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年 ８月２２日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名    株式会社ＮＴＴぷらら 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 
 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。） 

 

事業年度の始期及び終期 平成 24年 4 月 1日～平成 25 年 3月 31日 

収益額の算定根拠（注２）  

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超

えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 

 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年８月２２日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 
 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。） 

 

事業年度の始期及び終期 4月 1日から翌年 3月 31日 

収益額の算定根拠（注２）  

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超

えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 

 

 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 8 月 21日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  沖縄セルラー電話㈱   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 
自 平成２４年４月 １日 

至 平成２５年３月３１日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年８月２７日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  九州通信ネットワーク株式会社   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成２４年４月１日 ～ 平成２５年３月３１日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年８ 月３０日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  ＫＤＤＩ株式会社   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年８月２３日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  ＫＶＨ株式会社   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額（注１） 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

事業年度の始期及び終期 
始期：毎年１月１日 

終期：毎年１２月３１日 

収益額の算定根拠（注２）  

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超

えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 

 

 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年８月２７日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  株式会社ケイ・オプティコム   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 8 月 30日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名   ソフトバンクテレコム株式会社 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 
始期 ： 平成 24 年 4 月 1 日 

終期 ： 平成 25 年 3 月 31 日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 8 月 14日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  ソフトバンクＢＢ株式会社   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 
（始）平成２４年４月 １日 

（終）平成２５年３月３１日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 8 月 23日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  ソフトバンクモバイル株式会社   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 8 月 6日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  中部テレコミュニケーション株式会社   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 8 月 7日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  ㈱テクノロジーネットワークス   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 
始期：平成 24 年 1 月 1 日 

終期：平成 24 年 12 月 31 日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年 ８月 ６日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  東北インテリジェント通信株式会社  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額（注１） 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

事業年度の始期及び終期 平成 24年 4 月 1日～平成 25 年 3月 31日 

収益額の算定根拠（注２）  

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超

えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 

 

 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 8月 30日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  西日本電信電話株式会社   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

業年度の始期及び終期 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 8月 30日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名   日本通信株式会社   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 ２０１２年４月１日～２０１３年３月３１日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 8月 30日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  東日本電信電話株式会社   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

業年度の始期及び終期 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 25年 8 月 1日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成２４年４月 1日から平成２５年３月３１日まで 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年８月１３日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名   フリービット株式会社      

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額（注１） 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

事業年度の始期及び終期 平成２４年５月１日～平成２５年４月３０日 

収益額の算定根拠（注２）  

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超

えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 

 

 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」

という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年８ 月３０日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  ベライゾンジャパン合同会社 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により

算定した収益の額 

 
 
 

算定規則第２４条第１項

各号に掲げる電気通信の

役務の提供に関し、接続協

定等を締結している電気

通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄

又は別紙に記入願いま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 １月１日 ～ １２月３１日 27 

収益額の算定根拠（注） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報 

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入 

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２５年８月２０日 

（一社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  株式会社ＵＣＯＭ    

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 
 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。） 

 

事業年度の始期及び終期 平成 23年９月１日～平成 24 年８月 31日 

収益額の算定根拠（注２）  

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超

えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、基本的に、電気通信事業報告規則 様式第 25（第６条関係）の報

告金額のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額になります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入

願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４（第４号） 算定対象電気通信事業者の算定対 

象収益の算定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（事業社名　五十音順）

月数

1 アイテック阪急阪神株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

2 イー・アクセス株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

3 株式会社ウィルコム H24年4月～H25年3月 12月

4 株式会社ＳＴNet H24年4月～H25年3月 12月

5 株式会社エヌ・ティ・ティ　エムイー H24年4月～H25年3月 12月

6 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

7 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ H24年4月～H25年3月 12月

8 株式会社エヌ・ティ・ティ　ピーシー・コミュニケーションズ H24年4月～H25年3月 12月

9 株式会社ぷららネットワークス H24年4月～H25年3月 12月

10 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ H24年4月～H25年3月 12月

11 沖縄セルラー電話株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

12 九州通信ネットワーク株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

13 ＫＤＤＩ株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

14 ＫＶＨ株式会社 H24年1月～H24年12月 12月

15 株式会社ケイ・オプティコム H24年4月～H25年3月 12月

16 ソフトバンクテレコム株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

17 ソフトバンクＢＢ株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

18 ソフトバンクモバイル株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

19 中部テレコミュニケーション株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

20 株式会社テクノロジーネットワークス H24年1月～H24年12月 12月

21 東北インテリジェント通信株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

22 西日本電信電話株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

23 日本通信株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

24 東日本電信電話株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

25 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 H24年4月～H25年3月 12月

26 フリービット株式会社 H24年5月～H25年4月 12月

27 ベライゾンジャパン合同会社 H24年1月～H24年12月 12月

28 株式会社ＵＣＯＭ H23年9月～H24年8月 12月

(注１）　提出期限である平成２５年８月の翌月から７月を経過した日の前日までに新たに

　　　　電気通信番号を最終利用者に付与した基準を超える算定対象電気通信事業者については、

　　　　当該電気通信事業者からの提出があり次第、速やかに総務大臣あてに報告することとする。

算定対象収益の算定方法

　算定対象収益は、算定対象電気通信事業者から算定規則第２５条第１項又は第３項に規定

により提出された収益の額に基づき、同第２４条の規定に従って、次のとおり算定する。

算定対象電気通信事業者名
提出された
収益の額

事業年度の期間
算定対象
収益の額



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５（第５号、６号） 負担金の徴収方法及び納付 

期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



負担金の徴収方法及び納付期限 
 

(1)負担金の納付手段 

負担金の納付は銀行振込により行うものとする。 

負担金の振込手数料の負担は、負担金を納付する接続電気通信事業者等が負うも

のとする。 

 

(2)負担金額の通知 

負担金の納付額等を相互に確認するため、負担金を納付すべき接続電気通信事業

者等に対し、以下の事項を通知する。 

① 各月の負担金の額 

② 納付期限 

③ 納付する口座名義・口座番号 

なお、各接続電気通信事業者等に対する負担金額の通知については、算定規則第

２７条第２項に規定する「残余の額」及び前年度の最終算定月の翌月から最終算定

月までの各月の算定対象電気通信番号に係る負担金の額をそれぞれ金額の確定する

月以降毎月行うこととする。 

 

(3)負担金の納付期限 

毎月の番号数報告期限の翌月の２５日までとする。 

 

(4)延滞金の納付 

納付期限までに負担金が納付されない場合は、納付期限の翌日から納付する日ま

での日数について、日１万分の４の割合を乗じた延滞金を納付するものとする。 

 

(5) 負担金の徴収に係る銀行口座のセキュリティ対策 
支援機関の負担金の徴収に係る銀行口座については、以下のセキュリティ対策を講

じるものとする。 
① 決済性預金口座とし、預金額が全額保障されているものであること 
② 当該口座からの振込先を各適格電気通信事業者及び支援機関事務経費用の口座に

限定する。 
③ 振込手続きに係るシステム操作の認証強化（予め特定された者による認証操作を

要するものとする） 
④ 預金通帳を隔離し、現金引出しを困難とする。 
⑤ ネットバンクシステムを活用し、口座管理の迅速性を確保する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料６（第７号） 法第１１２条の規定に基づき区分 

して整理した前年度の支援機関に係 

る経理の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

法第１１２条の規定に基づき区分して整理した 

前年度の支援業務に係る経理の状況 

 

 

別紙 収支計算書のとおり 

 



予 算 額 ① 決 算 額 ② 差 異 ①－② 備考

 Ⅰ 事業活動収支の部

  １．事業活動収入

   (1)　負 担 金 収 入 9,602,711,747 9,811,501,732 △ 208,789,985 

 　(2)　雑　　収　　入 0 4,095 △ 4,095 

　　　事業活動収入計 9,602,711,747 9,811,505,827 △ 208,794,080 

  ２．事業活動支出

 　(1)　事 業 費 支 出 9,625,981,372 9,829,342,478 △ 203,361,106 

交 付 金 支 出 9,546,842,372 9,755,632,357 △ 208,789,985 

役 員 報 酬 支 出 778,000 777,600 400 

給 料 手 当 支 出 20,291,000 20,017,609 273,391 

退 職 給 付 支 出 0 2,849,567 △ 2,849,567 

福 利 厚 生 費 支 出 3,097,000 3,237,173 △ 140,173 

会 議 費 支 出 52,000 22,924 29,076 

旅 費 交 通 費 支 出 805,000 979,754 △ 174,754 

通 信 運 搬 費 支 出 765,000 636,490 128,510 

備 品 費 支 出 400,000 387,429 12,571 

消 耗 品 費 支 出 252,000 225,086 26,914 

印 刷 製 本 費 支 出 20,000 25,095 △ 5,095 

光 熱 水 料 費 支 出 329,000 328,440 560 

賃 借 公 益 費 支 出 3,549,000 3,537,720 11,280 

図 書 費 支 出 20,000 2,850 17,150 

租 税 公 課 支 出 30,000 800 29,200 

諸 謝 金 支 出 2,756,000 2,755,422 578 

周 知 広 報 費 支 出 44,935,000 37,503,908 7,431,092 

支 払 利 息 支 出 1,000,000 385,286 614,714 

雑 支 出 60,000 36,968 23,032 

　　　事業活動支出計 9,625,981,372 9,829,342,478 △ 203,361,106 

　　　　事業活動収支差額 △ 23,269,625 △ 17,836,651 △ 5,432,974 

 Ⅱ 投資活動収支の部

　１．投資活動収入

   (1)　特定資産取崩収入 　 　 　

退職給付引当資産取崩収入 0 2,849,567 △ 2,849,567 

借入金返済引当資産取崩収入 875,625 875,625 0 

　　　投資活動収入計 875,625 3,725,192 △ 2,849,567 

　２．投資活動支出

   (1)　特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出 988,000 988,000 0 

借入金返済引当資産取得支出 0 650,464 △ 650,464 

　　　投資活動支出計 988,000 1,638,464 △ 650,464 

　　　　投資活動収支差額 △ 112,375 2,086,728 △ 2,199,103 

 Ⅲ 財務活動収支の部

　１．財務活動収入

   (1)　借 入 金 収 入 69,127,000 134,643,267 △ 65,516,267 

　　　財務活動収入計 69,127,000 134,643,267 △ 65,516,267 

　２．財務活動支出

   (1)　借入金返済支出 56,745,000 122,261,267 △ 65,516,267 

　　　財務活動支出計 56,745,000 122,261,267 △ 65,516,267 

　　　　財務活動収支差額 12,382,000 12,382,000 0 

　　　　当期収支差額 △ 11,000,000 △ 3,367,923 △ 7,632,077 

　　　　前期繰越収支差額 11,000,000 11,650,464 △ 650,464 

　　　　次期繰越収支差額 0 8,282,541 △ 8,282,541 

収 支 計 算 書

（基礎的電気通信役務支援機関事業）

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日　
(単位：円)

  科 　　 目



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７（第８号） 支援業務に係る費用の算定方法及 

びその算定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



支援業務に係る費用の算定方法及びその算定結果 

 

 

１．算定方法 

支援機関の運営に必要な人員に係る人件費、複写経費・備品借料等に係る物件費

及びユニバーサルサービス制度の周知に必要な新聞広告・パンフレット作成・コー

ルセンタ委託等の支援業務に係る費用から、前期の繰越収支差額を減額して算出。 

 

２．算定結果 

具体的な支援業務に係る費用額は、次のとおり。 

 

区  分 金 額 

(ｱ)支援機関の

運営費用 

(a)人件費 25,562,000円 

(b)物件費等 9,995,000円 

(c)小計 35,557,000円 

(ｲ)周知費用 (a)新聞広告・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成費等 18,215,000円 

(b)コールセンタ委託費 8,591,000円 

(c)小計 26,806,000円 

(ｳ)合計 62,363,000円 

 

区  分 金 額 

(ｱ)当年度費用額 62,363,000円 

(ｲ)前期繰越収支差額 8,282,541円 

(ｳ)差額〔＝(ｱ)－(ｲ)〕 54,080,459円 
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３．支援業務に係る費用の額を補てん対象額の割合で案分した額の算定 

 

・ＮＴＴ東日本に係る支援業務費用の額 

 金 額 

(ｱ)支援業務に係る費用の額 54,080,459円 

(ｲ)ＮＴＴ東日本の補てん対象額 4,114,163,355円 

(ｳ)補てん対象額の合計 6,879,778,838円 

(ｴ)ＮＴＴ東日本に係る支援業務費用の額 

〔＝(ｱ)×（(ｲ)÷(ｳ)）〕 

32,340,552円 

 

 

・ＮＴＴ西日本に係る支援業務費用の額 

 金 額 

(ｱ)支援業務に係る費用の額 54,080,459円 

(ｲ)ＮＴＴ西日本の補てん対象額 2,765,615,483円 

(ｳ)補てん対象額の合計 6,879,778,838円 

(ｴ)ＮＴＴ西日本に係る支援業務費用の額 

〔＝(ｱ)×（(ｲ)÷(ｳ)）〕 

21,739,907円 

 

 

・支援業務費用の端数処理について 

上記の算定にあたり、整数未満の端数があるときは、四捨五入する。 

また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合、

額が最大となっているもので調整する。 
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資料８  負担金の額について 

 

 

 
 



負担金の額について 

 

 

各接続電気通信事業者等の負担金の額については、基礎的電気通信役務の提供に係る交

付金及び負担金算定等規則（以下、「算定規則」という）第 27 条に基づき、以下のとおり

算定するものとする。 

 

 

(1)算定規則第 27条第 1項に基づく算定 

○ 各接続電気通信事業者等の負担金の額は、適格電気通信事業者ごとに算定する。 

 

○ 以下の(ｱ)及び(ｲ)の要件を充足する接続電気通信事業者ごとに算定する。 

(ｱ)前年度の電気通信事業収益が 10億円を超える事業者 

(ｲ)平成２５年度において、当該電気通信事業者が総務大臣から指定を受けた電気

通信番号（基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則別表

第 11に掲げるものに限る。）を最終利用者に付与している事業者 

 

○ 各接続電気通信事業者等の負担金の額 

平成 18 年総務省告示第 429 号に定める方法に従って算定する適格電気通信事業

者ごとの番号単価（添付資料２参照）に、第 27条第 4項により総務大臣から通知

される当該接続電気通信事業者の各月末の算定対象電気通信番号の数をそれぞれ

乗じる等して得た額とする。 

 

・各適格電気通信事業者に係る接続電気通信事業者等ごとの負担金の額＝①＋②

＋③ 

 

   ①当該接続電気通信事業者等の平成２６年 1 月末～最終算定月の前月の月末の

算定対象電気通信番号で算定する負担金の額 

＝適格電気通信事業者ごとの番号単価 

× 当該接続電気通信事業者等の各月末（平成２６年１月末～最終算定

月の前月の月末）の算定対象電気通信番号の数の合計額 

   ※平成２６年７月以降適用する番号単価については、算定対象電気通信番号

の総数の増減の見込み等を勘案して、半年に１回見直しを行う予定。 

 

   ②当該接続電気通信事業者等の最終算定月の月末の算定対象電気通信番号で算

定する負担金の額 
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＝（各適格電気通信事業者の補てん対象額 

＋支援機関の支援業務に係る費用の額を補てん対象額の割合で案分し

た額 

－接続電気通信事業者等の当該適格電気通信事業者に係る負担金の額

の前月までの累計額 

－当該適格電気通信事業者の算定自己負担額の前月までの累計額） 

×当該接続電気通信事業者等の最終算定月の月末の算定対象電気通信番

号の数 

÷最終算定月の月末の算定対象電気通信番号の総数（自ら交付金の交付を

受ける適格電気通信事業者の算定対象電気通信番号の数を含む） 

 

   ③当該接続電気通信事業者等の前年度残余額のうち前年度の最終算定月の月末

の算定対象電気通信番号で算定する負担金の額 

＝各適格電気通信事業者の前年度の番号単価に当該接続電気通信事業者等の

前年度の最終算定月の月末の算定対象電気通信番号の数を乗じて得た額 

－（当該適格電気通信事業者の前年度の補てん対象額 

＋前年度の支援機関の支援業務に係る費用の額を補てん対象額の割合

で案分した額 

－当該適格電気通信事業者の前年度の番号単価に前年度の最終算定月

の前月の月末までの接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号

の総数を乗じて得た額の合計額 

－当該適格電気通信事業者の前年度の番号単価に当該適格電気通信事

業者の前年度の最終算定月の前月の月末までの算定対象電気通信番

号の数を乗じて得た額） 

×当該接続電気通信事業者の前年度の最終算定月の月末の算定対象電気通

信番号の数 

÷前年度の最終算定月の月末の算定対象電気通信番号の総数（自ら交付金

の交付を受ける適格電気通信事業者の算定対象電気通信番号の数を含

む） 

 

・ 最終算定月は、平成２６年１２月を予定する。 

 

・ 端数処理については、算定規則の規定に従って行い、それでもなお乗じて計算

した場合に整数未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。 

また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場

合、額が最大となっているもので調整する。 
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・ 前年度の最終算定月が算定対象電気通信番号の数の変動に伴って予定（平成２

５年１２月）から変更となる場合、「平成２６年１月末」とあるところを変更

となる月数分変更する。 

 

 

(2)算定規則第 27条第 6項に基づく算定 

各接続電気通信事業者等（適格電気通信事業者であるものを除く）における次の負担

金の割合が電気通信事業法施行令に定める限度割合（３％）を超える場合には、当該接

続電気通信事業者等の負担金の額は、以下に掲げる額とする。 

なお、負担金の額は、負担金の徴収方法（添付資料５）に規定するとおり、毎月徴収

されることから、負担金の割合の算定は、各月の負担金の額の算定の度に行う。 

 

○負担金の割合 

・ 各接続電気通信事業者等（適格電気通信事業者であるものを除く）について 

負担金の総額 

算定対象収益の額 

 

○負担金の額 

・ 当該接続電気通信事業者等に係る別表１に定める負担金の限度額とする。 

・ 各月の負担金の額の算定において、各接続電気通信事業者等の負担金の額の当月

までの累計額が別表１に定める負担金の限度額を超える場合の当該接続電気通

信事業者等の当月の負担金の額は、別表１に定める限度額から負担金の額の前月

までの累計額を減じた額とする。 

当該負担金の額のうち各適格電気通信事業者に係る額は、算定規則第 27 条第

1項及び第 2項の規定により適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分

するものとする。 

・ 上記の算定にあたり、整数未満の端数があるときは、四捨五入する。 

また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合、

額が最大となっているもので調整する。 

 

 

(3)算定規則第 27条第 7項に基づく算定 

各適格電気通信事業者における次の負担金等の割合が電気通信事業法施行令に定め

る限度割合（３％）を超える場合には、当該適格電気通信事業者における負担金の額及

び当該適格電気通信事業者の算定自己負担額は、以下に掲げる額とする。 

なお、負担金の額は、負担金の徴収方法（添付資料５）に規定するとおり、毎月徴収

されることから、負担金等の割合の算定は、各月の負担金の額の算定の度に行う。 
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○負担金等の割合 

・ 各適格電気通信事業者について 

負担金の額と算定自己負担額の合計額 

     算定対象収益の額 

 

○負担金の額及び算定自己負担額 

・ 当該適格電気通信事業者に係る別表２に定める負担金等の限度額とする。 

・ 各月の負担金の算定において、各適格電気通信事業者の負担金の額及び算定自己

負担額の当月までの累計額が別表２に定める負担金等の限度額を超える場合の

当該適格電気通信事業者の当月の負担金の額は、別表２に定める限度額から負担

金の額及び算定自己負担額の前月までの累計額を減じた額を、算定規則第 27 条

第 1項及び第 2項の規定により適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案

分した額のうち、当該適格電気通信事業者以外に係る額とする。 

・ 上記の算定にあたり、整数未満の端数があるときは、四捨五入する。 

また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合、

額が最大となっているもので調整する。 
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（別表１）

（事業社名　五十音順）

接続電気通信事業者名 算定対象収益 限度割合 負担金の限度額

1 アイテック阪急阪神株式会社 3%

2 イー・アクセス株式会社 3%

3 株式会社ウィルコム 3%

4 株式会社ＳＴNet 3%

5 株式会社エヌ・ティ・ティ　エムイー 3%

6 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 3%

7 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 3%

8 株式会社エヌ・ティ・ティ　ピーシー・コミュニケーションズ 3%

9 株式会社ぷららネットワークス 3%

10 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 3%

11 沖縄セルラー電話株式会社 3%

12 九州通信ネットワーク株式会社 3%

13 ＫＤＤＩ株式会社 3%

14 ＫＶＨ株式会社 3%

15 株式会社ケイ・オプティコム 3%

16 ソフトバンクテレコム株式会社 3%

17 ソフトバンクＢＢ株式会社 3%

18 ソフトバンクモバイル株式会社 3%

19 中部テレコミュニケーション株式会社 3%

20 株式会社テクノロジーネットワークス 3%

21 東北インテリジェント通信株式会社 3%

22 西日本電信電話株式会社 3%

23 日本通信株式会社 3%

24 東日本電信電話株式会社 3%

25 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 3%

26 フリービット株式会社 3%

27 ベライゾンジャパン合同会社 3%

28 株式会社ＵＣＯＭ 3%

各接続電気通信事業者等の限度割合を超える場合の負担金の限度額

(注１)　　提出期限である平成２５年８月の翌月から７月を経過した日の前日までに新たに

　　　　　電気通信番号を最終利用者に付与した基準を超える算定対象電気通信事業者については、

　　　　　当該電気通信事業者からの提出があり次第、速やかに総務大臣あてに報告することとする。



（別表２）

（事業社名　五十音順）

適格電気通信事業者名 算定対象収益 限度割合 負担金の限度額

西日本電信電話株式会社 3%

東日本電信電話株式会社 3%

各適格電気通信事業者の限度割合を超える場合の負担金の限度額

(注）　負担金等は、負担金の額及び算定自己負担額の合計をいう。
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